
王子五丁目団地自治会会報２０２０年５月６日（水） 第362 会員限定

私
た
ち
が
加
盟
す
る
全

国
公
団
住
宅
自
治
会
協
議

会
は
、
4
月
9
日
都
市
再

生
機
構
に
対
し
て
、
緊
急

要
請
を
お
こ
な
い
ま
し

た
。団

地
自
治
会
も
4
月
11

日
の
役
員
会
で
、
Ｕ
Ｒ
住

ま
い
セ
ン
タ-

、
北
区
出

身
の
国
会
議
員
へ
、
休
業

な
ど
で
収
入
が
な
く
な

っ

た
り
少
な
く
な

っ
た
居
住

者
が
住
ま
い
を
追
わ
れ
る

こ
と
が
な
い
よ
う
に
と
要

請
文
を
送
り
ま
し
た
。

都
市
再
生
機
構
は
家
賃

を
3
カ
月
滞
納
す
る
と
強

制
的
に
退
去
を
命
じ
る
仕

組
み
に
な
っ
て
い
て
、
全

国
72
万
戸
の
賃
貸
住
宅
の

う
ち
、
２
０
１
６
年
に
は

二

一
〇
〇
戸
、
２
０
１
７

年
二
〇
〇
〇
戸
、
２
０
１

８
年

一
九
〇
〇
戸
、
２
０

１
９
年

一
六
〇
〇
戸
の
強

制
退
去
を
実
施
し
て
い
ま

す
。新

型
コ
ロ
ナ
感
染
の
状

況
下
同
じ
よ
う
に
対
応
す

る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
と

の
要
請
を
し
ま
し
た
。

都
市
再
生
機
構
は
四
月

二
四
日

「新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
の
拡
大
に

よ
り
家
賃
等
の
お
支
払
い

が
困
難
と
な

っ
た
お
客
様

へ
」
と
の
通
知
を
出
し
、

分
割
で
の
支
払
い
が
で
き

る
よ
う
に
な

っ
た
と
発
表

し
ま
し
た
。

４
月
30
日
の
参
議
院
予

算
委
員
会
で
は
野
党
の
質

問
に
対
し
て
、

「平
時
の

時
の
ル
ー
ル
と
今
回
の
感

染
症
の
ル
ー
ル
と
は
違

う
。
国
土
交
通
大
臣
と
し

て
、
今
居
住
さ
れ
て
い
る

か
た
が
コ
ロ
ナ
感
染
症
の

関
係
で
居
住
が
で
き
な
く

な
る
よ
う
な
事
態
が
な
い

よ
う
に
し
た
い
」
と
赤
羽

国
土
交
通
大
臣
が
答
弁
し

ま
し
た
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
は
す
ぐ
に
は
終
息

し
な
い
模
様
で
す
。
今
後

休
業
要
請
な
ど
が
続
く
よ

う
で
あ
れ
ば
、
ま
す
ま
す

生
活
は
大
変
に
な
り
ま

す
。
今
後
の
状
況
も
見
つ

つ
、
東
京
二
十
三
区
自
治

協
と
も
協
力
し
な
が
ら
各

方
面
へ
の
要
請
も
継
続
し

ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ
先
●

●
Ｕ
Ｒ
東
京
北
住
ま
い
セ

ン
タ
ー

５
９
５
４
ー
４
６
１
１

●
北
区
く
ら
し
と
し
ご
と

相
談
セ
ン
タ
ー

６
４
５
４
ー
３
１
０
４

「新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
緊
急
経
済
対
策
」

が
閣
議
決
定
さ
れ
、
4
月

27
日
現
在
住
民
基
本
台
帳

に
登
録
さ
れ
て
い
る
方
に

対
し

一
人
10
万
円
の
給
付

金
が
支
払
わ
れ
ま
す
。

手
続
き
は
、
5
月
下
旬

に
区
か
ら
世
帯
主
宛
に
申

請
書
類
が
郵
送
さ
れ
、
必

要
事
項
を
記
入
し
、
身
分

証
明
書

・
振
込
先
口
座
が

わ
か
る
コ
ピ
ー
を
同
封
し

返
送
す
る
と
な

っ
て
い
ま

す
。
世
帯
主
が
同
居
家
族

分
も

一
括
し
て
申
請
す
る

仕
組
み
と
な
っ
て
い
て
、

給
付
金
も
世
帯
主
に

一
括

し
て
振
り
込
ま
れ
ま
す
。

申
請
に
必
要
な
書
類
の

コ
ピ
ー
に
つ
い
て
は
、
自

治
会
事
務
所
に
お
い
て
会

員
世
帯
は
無
料
で
対
応
し

ま
す
。
自
治
会
事
務
所
開

設
時
間
内
に
お
い
で
く
だ

さ
い

（自
治
会
事
務
所
は

月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で

は
9
時
か
ら
16
時

（昼
1

時
間
休
憩
）
、
土
曜
日
9

時
か
ら
12
時
開
設
し
て
い

ま
す
）
。
コ
ピ
ー
に
つ
い

て
は
区
役
所
か
ら
申
請
書

類
が
郵
送
さ
れ
て
か
ら
必

要
な
書
類
を
確
認
し
て
く

だ
さ
い
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

保
有
者
の
方
は
オ
ン
ラ
イ

ン
申
請
が
開
始
さ
れ
て
い

ま
す
。

マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
の
ロ

グ
イ
ン
方
法
や
操
作
方
法

以
外
に
関
す
る
お
問
合
せ

０
１
２
０-

９
５-

０
１

７
８

（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
総

合
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
）

●
区
内
問
い
合
わ
せ

：
区

民
部
特
別
定
額
給
付
金
担

当
課

３
９
０
８-

９
０
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会費集金のお願い

４月から６月分の会費集金につい
ては６月より集金にお伺いしま
す。ご協力お願いします。

新型コロナウイルス感染症に伴う

2020年度（第44期）定期代議員総会中止について
2020年度(第44期)定期代議員総会については、4月4

日開催の第14回役員会において、総会に提出する活動

のまとめ、方針、決算予算を最終確認し印刷所へ入

稿。

4月7日に緊急事態宣言が発表され、急遽4月11日第

15回役員会を開催しました。他の団地自治会や王子地

区の連合町会の状況を参考に検討。このような状況は

経験がなく、対応に苦慮しました。会則では「会計年

度終了後２カ月以内に代議員総会を開催する」となっ

ていますが、終息の状況も見えない中、役員会で検討

した結果、定期代議員総会は中止するとの結論を出し

ました。印刷所に入稿していた総会の会報1面の総会

案内部分を訂正し、総会議案については通常通り配布

することを確認しました。

自治会役員は２年ごとの改選となっていて、来年が

改選期となっていますので、現在の役員が引き続き役

員会を構成します。

7月25日・26日は団地まつりを予定しています。そ

の他Ｅラウンジ（2号棟自治会事務所）でのふれあい

サロンや寄席などの催しについては今後の状況をみ

て、対応を検討をします。会員のみなさまのご意見な

どをお寄せください。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
対
応
す
る

家
賃
減
免
に
関
す
る
緊
急
要
請

家賃免除にかんする緊急要請

新型コロナウイルスの感染症拡大にともない安

倍晋三首相は４月７日、その抑止のための「緊急

事態宣言」を発出し、最大限の外出自粛、施設利

用停止、閉店・休業等を要請しました。

感染症拡大抑止のため、この要請にこたえなが

らも、とくに働いている人たち、営業している人

たちは雇用と営業に不安を深めています。すでに

収入激減の嘆きが聞かれます。政府の緊急経済対

策による補償が期待されますが、その実効は当面

未知数です。

わたしたち借家人にとってさしあたっての困窮

は、収入激減のなかでの月々の家計固定費の支払

いであり、その最も多額の費目は家賃です。団地

の自治会にも、居住者から家賃支払いについての

相談がよせられています。

収入減は当面不可避にしても、恒常的な家計支

出を抑えることができれば、生活破たんは免れま

す。当該居住者にたいする家賃免除措置の実施を

緊急要請する次第です。

都市機構法25条４項は「既定の家賃支払いが困

難と認められる者」とともに「災害その他の特別

の事由が生じた場合」減免することができると規

定しています。今回の新型コロナウイルス禍はま

さにこの条項に該当します。政府の責任で都市機

構が実施すべきものと考えます。

上記につきご検討いただき、ただちに実施され

るよう要請します。 （全国自治協の要請書）

特別定額給付金（一人10万円）

５月下旬郵送開始 給付は６月中旬

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
保
有
者
は
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
が
開
始

給
付
は
5
月
下
旬

配偶者からの暴力を理由に避難している方へ
対象者 以下の1～3のいずれかに該当する方

1,配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けている方

2,婦人相談所の「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」

が発行されている方、または配偶者暴力対応機関（配偶者暴力相談支

援センター、市町村等）の確認書が発行されている方

3,令和2年4月28日以降に住民票を北区に移し、かつ住民基本台帳の閲

覧制限等の「支援措置」の対象となっている方

※令和2年4月30日（木曜日）を過ぎても、申出は可能です。

●問い合わせ先

北区多様性社会推進課（北区王子1-11-1 北とぴあ5階）

電話：03-3913-0163 ※つながりにくい場合は、03-3913-0161におか

けください。

給付金を語る
詐欺に注意!

役所や総務省がATMの操作や手数料の振込を

求めることはありません。


